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○
経
済
産
業
省
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省
告
示
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府
、
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省
、
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室
効
果
ガ
ス
算
定
排
出
量
等
の
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平
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生
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働
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果
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ス
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る
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成
二
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次
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、
公
布
の
日
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ら
適
用
す
る
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次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重

傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 当 該 対 象 規 定 全 体 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ

う に 改 め 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ

を 削 り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を

新 た に 追 加 す る 。  

改        正        後  改        正         前  

第 二  調 整 後 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 の 調 整 方 法  

１  （ 略 ）  

一  （ 略 ）  

二  （ 略 ）  

三  特 定 排 出 者 が 創 出 し た 国 内 認 証 排 出 削 減 量 （ 森 林 の 整

備 及 び 保 全 に よ り 吸 収 さ れ た 温 室 効 果 ガ ス の 吸 収 量 と し

て 認 証 を さ れ た も の を 除 く 。 ） の う ち 、 四 月 一 日 か ら 翌

年 三 月 三 十 一 日 ま で に お い て 移 転 を し た 量  

第 二  調 整 後 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 の 調 整 方 法  

１  （ 略 ）  

一  （ 略 ）  

二  （ 略 ）  

三  特 定 排 出 者 が 創 出 し た 国 内 認 証 排 出 削 減 量 の う ち 、 四

月 一 日 か ら 翌 年 三 月 三 十 一 日 ま で に お い て 移 転 を し た 量  
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２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  


